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佐倉市条例第   号 

   佐倉市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２及

び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第５項の規定に基づき、

地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員（以下「パートタイム会

計年度任用職員」という。）の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支

給方法に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （報酬の額） 

第２条 パートタイム会計年度任用職員に対する報酬の額は、日額又は時間額

で定めるものとし、別表に定めるパートタイム会計年度任用職員の種別に対

応する額を超えない範囲内において、任命権者（市長以外の任命権者は市長と

協議して）が別に定める。 

２ 前項に規定する報酬の額は、職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、

一般職職員の給与に関する条例（昭和３２年佐倉市条例第３２号。以下「給与

条例」という。）の適用を受ける職員（以下「給与条例適用職員」という。）の

給与との権衡を考慮して定めるものとする。 

３ パートタイム会計年度任用職員が市長が規則で定める時間を越えて勤務を

したときは、給与条例適用職員に支給される時間外勤務手当に相当する報酬

（以下「割増報酬」という。）を第１項の報酬の額に加算するものとする。 

４ 報酬及び割増報酬の額の計算方法は、市長が規則で定める。 

 （報酬の支給） 

第３条 報酬は、月の初日からその月の末日までの期間における勤務により算

出する総額を市長が規則で定める日に支給する。 



２ 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が定めら

れた勤務時間の一部について勤務しないときは、市長が規則で定める期間を

除き、その勤務しない時間数の報酬の額を支給しない。 

 （費用弁償） 

第４条 パートタイム会計年度任用職員が、給与条例適用職員に支給される通

勤手当の支給要件を満たすときは、同手当の額との権衡を考慮して、規則で定

めるところにより、通勤に係る費用弁償を支給する。 

第５条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、職員の

旅費に関する条例（昭和３０年佐倉市条例第９号）の例により、その費用を弁

償する。この場合において、同条例別表中「その他の職員」とあるのは、「パ

ートタイム会計年度任用職員」と読み替える。 

 （期末手当） 

第６条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそ

れぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員（規則で定めるパートタイム

会計年度任用職員を除く。）に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が規

則で定める日に支給する。これらの基準日前１か月以内に退職（任期満了によ

る退職を含む。）し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員（規則で定

めるパートタイム会計年度任用職員を除く。）についても同様とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、給与条例第２０条第２項に掲げる割合

を乗じて得た額に、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間

の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とす

る。 

(１)６か月 １００分の１００ 

(２)５か月以上６か月未満 １００分の８０ 



(３)３か月以上５か月未満 １００分の６０ 

(４)３か月未満 １００分の３０ 

３ 前項の期末手当基礎額は、報酬の額及び定められた１週間当たりの勤務日

数又は勤務時間数に応じて市長が規則で定める額とする。 

４ 期末手当の不支給及び一時差止めは、給与条例適用職員の例による。 

５ 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、市長

が規則で定める。 

 （報酬、費用弁償及び期末手当の口座振込） 

第７条 報酬、費用弁償及び期末手当は、パートタイム会計年度任用職員から申

出があるときは、その者の預金口座への振込みの方法により支給することが

できる。 

 （報酬からの控除） 

第８条 給与条例第２６条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について

準用する。 

 （委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

パートタイム会計年度任用職員の種別 日額（円） 時間額（円） 

医療業務に従事する者 ５１,０００ １７,０００ 

一般業務に従事する者 ３１,０００ ４,０００ 

 


